
税制改正に伴う、平成30年度以降の eLTAXを利用した特別徴収税額通知の 

電子データの送信について 
 

 

このことにつきまして、eLTAXホームページの平成30年1月5日付けお知らせ「特別徴収税額通知 

（特別徴収義務者用）の税制改正対応について」をご確認ください。 

 

小笠原村の対応については、以下のとおりとなります。 

 

１．平成30年度以降の特別徴収税額通知の電子データ（参考データ）の提供の廃止 

eLTAX給与支払報告書の提出事業所様に、特別徴収税額通知の電子データ（参考データ）を送付して

おりましたが、先般の税制改正により、平成 30 年度以降についてはこれを廃止し、代わりに、電子証明

なしの特別徴収税額通知の電子データ（：副本通知）が提供されることになります。 

 

◇ 現在、小笠原村では、電子署名つきの特別徴収税額通知の電子データ（：正本通知）に対応しておりません。 

 

なお、従来の「参考データ」と「副本通知」とでは、ファイルの仕様（データ構造）が異なるため、電子デ

ータでの取込みを予定している事業者様においては、「副本通知」のファイル仕様に未対応の場合、給

与管理システム等への取込みができないことが想定されるため、システム等の改修が必要となります。 

ただし、給与管理システム等の改修が間に合わない場合の当面の措置として、平成 30 年度において

は、CSV 出力した「副本通知」のデータを、従来の「参考データ」へ変換するツールが提供される予定

です（平成30年4月頃に eLTAXホームページにおいて提供予定）。 

 

２．平成30年度以降の電子データの「副本通知」の希望方法 

【平成30年度分】 

eLTAX給与支払報告書の提出時に、 

○ 特別徴収税額通知の受け取り方法で、「書面」（：旧 電子データ（参考データ）送信対象）を選択し

た事業所様に対して、「書面の特別徴収税額通知（正本）」のほかに、暫定的に（平成30年度分のみ）、

一律「電子データの副本通知」も提供いたします（ただし、この「電子データの副本通知」には個人番号

の記載はありません）。 

○ 特別徴収税額通知の受け取り方法で、「書面（：正本）＋電子データの副本通知」もしくは「正本の電

子データ」を選択した事業所様には、「書面の特別徴収税額通知（正本）」と、改正後の規定（個人番号

記載あり）どおりの「電子データの副本通知」を提供します。 

 

【平成31年度以降分】 

eLTAX給与支払報告書の提出時に、 

○ 特別徴収税額通知の受け取り方法で、「書面」を選択した事業所様には、「書面の特別徴収税額通

知（正本）」を送付します。 

○特別徴収税額通知の受け取り方法で、「書面（：正本）＋電子データの副本通知」もしくは「正本の電

子データ」を選択される事業者様には、「書面の特別徴収税額通知書（正本）」と「電子データの副本通

知」を提供いたします。 

 

 

【裏面につづく】 

http://www.eltax.jp/
http://www.eltax.jp/www/contents/1515974333016/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1515974333016/index.html
http://www.eltax.jp/


 

３．平成30年度以降の電子データの「副本通知」の受け取り方法 

実際の操作・作業については、eLTAXホームページで、ご確認ください。 

【平成30年度分】 

eLTAX 給与支払報告書の提出時にメールアドレスの登録が無い場合（「書面」選択の場合）、電子証

明なしの特別徴収税額通知の電子データ（：副本通知）を格納したことの連絡（メッセージボックスへの

通知及び e-mail 送信）は行なわれませんので、暫定版の個人番号なしの「電子データの副本通知」が

必要な場合には、適宜ご確認の上（※）、取得をお願いいたします（「書面の特別徴収税額通知（正本）」

発送日以降の格納予定）。 

 

※ 従来の「参考データ」は、メッセージボックスを介して取得していただいておりましたが、暫定版の個人番号な

しの「電子データの副本通知」は、処分通知等メニューからの取得となります。 

 

【平成31年度以降分】 

特別徴収税額通知の受け取り方法で、「書面（正本）＋電子データの副本通知（メールアドレス_copy）」

もしくは「電子データの正本通知（メールアドレス）」を選択・登録した場合、eLTAX 給与支払報告書の

提出時に登録したメールアドレスに「保護番号」が通知されます。「電子データの副本通知」取得の際

に必要になります。 

 

◇ 個人番号が含まれる「電子データ」は、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。 

 

◇ 先般の税制改正により、「書面の特別徴収税額通知書」には、個人番号の記載をしないことになりました。 

平成 31年度以降、特別徴収事務に個人番号が必要な場合には、eLTAX給与支払報告書をご提出される際、

「書面＋副本通知（電子データ）」をご希望いただき、個人番号の記載のある電子データ（：副本通知）でご確認

ください。 

 

お問合せ先 小笠原村財政課税務係 

℡．04998-2-3112 

http://www.eltax.jp/

